
 

 

 
 諮問第１号  

 
 

市町村合併功労者総務大臣表彰候補者の推薦について 

 
 
 
市町村合併功労者総務大臣表彰候補者の推薦について、下記のとおり諮問し、協議会の意

見を求める。 

 
 
 
平成２１年１１月２６日諮問 

平成  年  月  日答申 

 
 
 
 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
 
 

記 

 

  （敬称略） 

 

 

 

 

 

表彰名 表彰候補者 
市町名 役職名 氏  名 

市町村合併功労者 
総務大臣表彰 

野尻町 町長 長瀬
な が せ

 道
みち

大
ひろ

 



 

 

市町村合併功労者総務大臣表彰要領 
 

１ 趣  旨 

 地方分権を一層推進するためには、市町村は、住民に最も身近な総合的な行政主体とし

て、これまで以上に高い自立性が求められている。また、都道府県から市町村への権限移

譲を進めるとともに、住民に身近な事務について、原則として基礎自治体で処理できる体

制を構築する上でも、また、少子高齢化やこれに伴う人口減少、経済社会生活圏の広域化

等の社会経済情勢の変化に対応するためにも、市町村合併を積極的に推進し、市町村の行

財政基盤の強化を図ることが必要である。 

 このような背景を踏まえ、市町村合併について「市町村の合併の特例に関する法律」及

び「市町村の合併の特例等に関する法律」の下で、特に積極的に取り組んだもの又は取り

組んでいるものについて表彰し、その功労を讚え、広く周知することにより、市町村合併

の推進に資することを目的とする。 

 

２ 表彰実施者 

  総務大臣 

 

３ 表彰対象者 

  市町村合併に際し、次の各号の一に該当する個人又は団体 

 (1) 合併関係市町村の住民又はその区域内の公共的団体として、市町村合併の実現に協力
し、特に顕著な功労があったと認められるもの 

 (2) 合併関係市町村の長、議会の議員、その他の職員として、市町村合併の実現に献身的
努力を払い、特に顕著な功労があったと認められるもの 

 (3) 都道府県の知事、議会の議員、その他の職員又は市長会、市議会議長会、町村会若し
くは町村議会議長会の関係者で、市町村合併の推進に当たり、特に顕著な功労があっ

たと認められるもの 

 (4) 前各号に該当しないもので、市町村合併に抜群の功労のあったもの 
 

４ 表彰方法 

  表彰状及び記念品を贈呈する。 

 

５ 表彰の手続 

  都道府県から推薦を受けたもののうちから総務大臣が決定する。 

 

６ 事務局 

  この表彰に関する事務は、自治行政局合併推進課において行う。 

 

７ その他 

  その他、この表彰に必要な事項は、事務局が別に定める。 

 
 
 
 

参考資料 



 

 

市町村合併功労者総務大臣表彰選定基準等 
 

  「市町村合併功労者総務大臣表彰要領」第７項の規定により「市町村合併功労者総務大臣
表彰選定基準等」を次のとおり定める。 

 
１ 選定基準 

  (1)及び(2)を全体的に判断した上で総合評価を行い、かつ、(3)に該当しな い場合に、

「市町村合併功労者総務大臣表彰要領」第３項の規定により表彰対象者（以下「表彰対象

者」という。）の中から受賞者を決定する。 
 

 (1) 市町村合併の実現に特に顕著な功労があったこと 
  ① 合併関係市町村の住民又はその区域内の公共的団体として、市町村合併の実現に協

力し、特に顕著な功労があったと認められるもの 

   ・ 当該合併関係市町村の合併に際して、自ら請求代表者又は同一請求代表者として

合併協議会設置の住民発議を起こし、市町村合併の実現の端緒をつくったものな

ど 

  ② 合併関係市町村の長、議会の議員、その他の職員として、市町村合併の実現に献身

的努力を払い、特に顕著な功労があったと認められるもの 

   ・ 当該市町村合併について、自らの職をかけて、その実現に取り組んだものなど 

（例）長・議員であった者が、長・議員でなくなった場合、 

 合併協議会又はその事務局で要職にあった者など 

  ③ 都道府県の知事、議会の議員、その他の職員又は市長会、市議会議長会、町村会若

しくは町村議会議長会の関係者で、市町村合併の推進に当たり、特に顕著な功労が

あったと認められるもの 

   ・ 当該都道府県内の市町村合併の取組を一層活発化させるような取組のあったもの

など 

（例）合併協議会事務局に派遣された県職員、協議会設置に尽力した市町村課長

など 

  ④ 前各号に該当しないもので、市町村合併に抜群の功労のあったもの 

   ・ 全国的な市町村合併の取組を一層活発化させるような取組のあったものなど 
 (2) 他の地域の市町村合併への先導的役割を果たすもの 
   市町村の合併の特例等に関する法律の下での、市町村の合併の更なる推進に資するよ

うなものであること 
 (3) 表彰対象者の欠格事項について 
   表彰対象者の欠格事項は、次のとおりとする。 

  ① 犯罪歴のある者 

   ア 本人又はその関係する法人等が、犯罪容疑により警察官又は検察官の取調べを受

けた場合。ただし、当該容疑について不送致又は不起訴の決定があった場合は、こ

の限りではない。 

   イ 本人又はその関係する法人等が、刑事事件により起訴されている場合（判決が確

定するまでに間を含む。） 

   ウ 犯罪歴等を有する者で、表彰をするのに不適当な場合 

② 独占禁止法に違反した者 

    関係する法人又は団体が、独占禁止法若しくは不当景品類及び不当表示防止法に違



 

 

反した場合又は当該違反容疑により公正取引委員会の調査を受けた場合で、表彰す

るのに不適当な場合 

③ 破産又は倒産した者 

    表彰対象者自身が破産し、又は表彰対象者の経営する法人等が倒産した場合で、表

彰するのに不適当な場合 

 

２ 推薦文書等 

  都道府県が表彰対象者推薦する際は、次に掲げる書類による。 

 (1) 推薦調書（様式１） 
 (2) 功労調書（様式２又は様式４） 
 (3) 宣 誓 書（様式３） 
 (4) 表彰対象者が故人の場合は、(3)宣誓書に代わり市町村長の証明を付した刑罰等調書 
 (5) 表彰対象者が団体の場合は、(3)宣誓書に代わり団体規約 
 

３ 表彰状等 

  表彰状等の様式は、別紙のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 確認事項  

 

【協議会】 
 
１． 第９回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

日 時：平成２２年１月２８日（木） 午後１時３０分～ 

場 所：小林市中央公民館大ホール 

 
２． 第１０回小林市・野尻町合併協議会の開催について 

日 時：平成２２年２月２５日（木） 午後１時３０分～ 

場 所：野尻町農村環境改善センターホール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

小林市・野尻町合併協議会委員等名簿 
 
 
 

小 林 市 野 尻 町 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

◎小林市長 堀
ほり

 泰一郎
たいいちろう

 ○野尻町長 長瀬
な が せ

 道
みち

大
ひろ

 

小林市議会議長 深
ふか

草
くさ

 哲郎
てつろう

 野尻町議会議長 淵上
ふちがみ

 貞
さだ

継
つぐ

 

小林市議会副議長 大浦
おおうら

 竹光
たけみつ

 野尻町議会副議長 楠元
くすもと

 千恵子
ち え こ

 

小林市議会議員 蔵本
くらもと

 茂
しげ

弘
ひろ

 野尻町議会議員 福本
ふくもと

 誠作
せいさく

 

小林市議会議員 溝口
みぞぐち

 誠二
せ い じ

 野尻町議会議員 杉元
すぎもと

 豊人
と よ と

 

小林市議会議員 小畠
こ ば た

 利
とし

春
はる

 野尻町議会議員 穴
あな

見
み

 嘉
よし

宏
ひろ

 

小林市議会議員 小野
お の

 信
のぶ

雄
お

 学識経験者 見
み

越
こし

 南州男
な す お

 

学識経験者 伊藤
い と う

 正一
まさかず

 学識経験者 楠元
くすもと

 フタミ
ふ た み

 

学識経験者 山田
や ま だ

 福
ふく

雄
お

 学識経験者 古川
ふるかわ

 幸男
ゆ き お

 

学識経験者 種子田
た ね だ

 與
よ

市
いち

 学識経験者 竹山
たけやま

 昭
あき

徳
のり

 

学識経験者 坂本
さかもと

 新平
しんぺい

   

学識経験者 西岡
にしおか

 長成
おさなり

   

学識経験者 下別府
し も べ っ ぷ

 明
あきら

   

学識経験者 高岩
たかいわ

 都津子
つ づ こ

   

学識経験者 龍神
りゅうじん

 豊
とよ

美
み

   

学識経験者 坂下
さかした

 実
み

千代
ち よ

   



 

 

 

（顧 問） 
   

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

宮崎県市町村

課市町村合併

支援室長 
茂
しげる

 雄二
ゆうじ

 

宮崎県農政水

産部西諸県農

林振興局長 
串間
くしま

 秀
ひで

敏
とし

 

（監査委員） 

小林市 野尻町 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

会計管理者 植村
うえむら

光義
みつよし

 会計管理者 酒匂
さ こ う

 重成
しげなり

 

（幹 事）◎幹事長・○副幹事長 

小林市 野尻町  

役 職 氏 名 役 職 氏 名   

副市長 ◎末元
すえもと

三夫
みつお

 副町長 ○吉田
よ しだ

哲
てつ

幸
ゆき

   

総務部会長 

総務課長 上
うえ

谷
たに

 和
かず

徳
のり

 総務企画課長 内村
うちむら

 明生
あきお

   

企画財政部会長 

財政課長 南
みなみ

﨑
ざ き

淳
じゅん

一
いち

郎
ろう

 
産業建設部会長 

経済課長 谷元
たにもと

 弘
ひろ

朗
あき

   

厚生部会長 
福祉事務所長 久米

く め

 勝 彦
かつひこ

 
文教部会長 

教育課長 大
おお

谷
や

 幸
こう

一
いち

   

事務局長 倉
くら

園
ぞの

 凡生
みなお

 事務局次長 谷 川
たにがわ

 浩二
こ う じ

   

（事務局） 

役 職 氏名 備 考 役 職 氏名 備 考 

事 務 局 長 倉
くら

園
ぞの

 凡生
みなお

 小 林 市 
事務局次長兼

総務グループ

リ ー ダ ー 
谷 川
たにがわ

 浩二
こ う じ

 小  林  市 

計画グループ

リ ー ダ ー 鶴
つる

水
みず

 義
よし

広
ひろ

 野  尻  町 
調整グループ

リ ー ダ ー 税所
さいしょ

 將
まさ

晃
あき

 小  林  市 

システムグル

ープリーダー 野口
のぐち

 健史
たけし

 野 尻 町 
システムグル

ープ員 西
にし

園
ぞの

 孝
たか

信
のぶ

 小  林  市 

調整グループ

員 柴内
しばうち

 敏彦
としひこ

 野 尻 町 
調整グループ

員 田
た

島
じ ま

 聡
さとし

 野 尻 町 

計画グループ

員 楠元
くすもと

いず
い ず

美
み

 小  林  市 
総務グループ

員 篠
しの

原
はら

 修
しゅう

治
じ

 小 林 市 

 




